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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期
第３四半期
連結累計期間

第62期
第３四半期
連結累計期間

第61期

会計期間
自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

売上高 （百万円） 21,543 23,644 32,202

経常利益 （百万円） 1,450 2,316 2,819

四半期（当期）純利益 （百万円） 930 1,447 1,733

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 424 1,819 1,761

純資産額 （百万円） 35,795 38,549 37,131

総資産額 （百万円） 43,267 47,228 47,490

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 37.15 57.80 69.18

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 82.7 81.6 78.1

　

回次
第61期
第３四半期
連結会計期間

第62期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成23年10月１日
至 平成23年12月31日

自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 14.92 31.55

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

　

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。　

また、主要な関係会社についても異動はありません。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。　

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

 

(1)業績の状況　

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の減速等を背景とした輸出の減少、またエコカー補

助金などの政府経済政策の終了に伴う個人消費の低迷など景気は後退局面を迎えました。

海外経済においては、全体的に減速感が強まり中国を含むアジア地域や米国においても景気は回復傾向にはあり

ましたが、そのテンポは緩やかなものとなりました。また欧州の一部においては、金融不安の拡大により景気は足踏

み状態で推移しました。

このような状況の中で当社グループは、当連結会計年度よりスタートしました新中期３ヶ年経営計画

「Acceleration２０１５」のテーマである「グローバルスピード３倍速の実現」のもと、従来のグローバル戦略の

加速度的な発展を通じ、世界市場のポジショニングを狙うべく、改革のスピードアップに努めました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は23,644百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ2,101百万

円（9.8％）の増収、営業利益は1,689百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ321百万円（23.5％）の増益、経常

利益は2,316百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ866百万円（59.8％）の増益、四半期純利益は1,447百万円と

前年同四半期連結累計期間と比べ517百万円（55.6％）の増益となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

日本　

国内営業面では、建設機械市場において引き続き震災復興などにともなう土木工事向け中型水中ポンプそして節

電・省エネ効果が期待できる電極式自動運転形小型水中ポンプの売上が順調に推移しました。

設備市場においては、小・中型汎用水中ポンプの売上が堅調に推移しましたが、プラント及び公共事業関連では

低調な推移となりました。

これらの結果、売上高は22,712百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ1,640百万円（7.8％）の増収、セグメ

ント利益は1,877百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ507百万円（37.1％）の増益となりました。

 

北米　

北米地域においては、急成長した鉱山市場はピークを過ぎ、横這い傾向で推移しました。

この結果、売上高は2,853百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ82百万円（3.0％）の増収、セグメント利益

は176百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ134百万円（43.3％）の減益となりました。　　

 

その他　

アジア地域においては、引き続き堅調であり、インフラ整備等の需要による物件の引合も増加しました。

この結果、売上高は3,671百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ613百万円（20.1％）の増収、セグメント利

益は255百万円と前年同四半期連結累計期間と比べ52百万円（25.6％）の増益となりました。　　
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(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。　

 

(3)研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は167百万円であります。　

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　

 

(4)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因としては、価格競争が激化してきている中で原材料価格の上

昇が懸念され、原材料価格の上昇を製造原価、販売費及び一般管理費のコスト削減で吸収できない場合、また急激な

為替変動等により利益面に重要な影響を及ぼす可能性があります。　

 　　

(5)経営者の問題認識と今後の方針について

中国をはじめとした海外経済の持ち直しによる輸出の増加などを背景に景気は回復へ向かうことが期待されます

が、米国におけるいわゆる「財政の崖」の影響や欧州政府債務危機の深刻化、日中関係悪化による悪影響など景気が

下振れするリスクも懸念され、予断を許さない状況が今後も続くものと思われますが、当社グループとしましては、

新中期３ヶ年経営計画「Acceleration２０１５」のもと、従来のグローバル戦略の加速度的な発展を通じ、世界市場

のポジショニングを狙うことを目標として、業績の向上に努めてまいります。

また、当社グループの成長に必要な運転資金及び設備投資資金につきましては、基本的に内部資金及び社債により

調達する方針であり、財務内容の健全化と資金運用の効率化を財務の重要事項として取り組んでおります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月14日）

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 27,829,486 27,829,486

東京証券取引所

市場第一部

大阪証券取引所

市場第一部

単元株式数は1,000株で

あります。

計 27,829,486 27,829,486 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。  

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高(百万円)

平成24年10月１日～　

平成24年12月31日　
－ 27,829 － 5,188 － 7,810

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

普通株式   2,780,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  24,863,000 24,863 －

単元未満株式 普通株式     186,486 － －

発行済株式総数 27,829,486 － －

総株主の議決権 － 24,863 －

　（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権

１個）含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式307株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社鶴見製作所　

大阪市鶴見区鶴見４丁目

16番40号　
2,780,000 － 2,780,000 9.99

計 － 2,780,000 － 2,780,000 9.99
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２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,787 4,040

受取手形及び売掛金 ※2
 13,456

※2
 11,652

有価証券 99 498

たな卸資産 5,859 6,590

その他 1,103 998

貸倒引当金 △41 △37

流動資産合計 24,265 23,743

固定資産

有形固定資産

土地 7,170 7,215

その他（純額） 4,276 4,477

有形固定資産合計 11,446 11,693

無形固定資産 780 611

投資その他の資産

投資有価証券 8,643 8,838

その他 2,368 2,357

貸倒引当金 △13 △15

投資その他の資産合計 10,997 11,179

固定資産合計 23,224 23,484

資産合計 47,490 47,228
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,799 3,865

未払法人税等 750 177

賞与引当金 686 290

その他 1,839 1,754

流動負債合計 8,076 6,089

固定負債

社債 1,000 1,000

長期借入金 500 500

引当金 423 396

その他 359 693

固定負債合計 2,283 2,590

負債合計 10,359 8,679

純資産の部

株主資本

資本金 5,188 5,188

資本剰余金 7,896 7,896

利益剰余金 27,117 28,164

自己株式 △2,389 △2,391

株主資本合計 37,813 38,858

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40 180

繰延ヘッジ損益 4 2

為替換算調整勘定 △750 △521

その他の包括利益累計額合計 △706 △337

少数株主持分 24 27

純資産合計 37,131 38,549

負債純資産合計 47,490 47,228
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 21,543 23,644

売上原価 15,086 16,618

売上総利益 6,457 7,026

販売費及び一般管理費 5,089 5,336

営業利益 1,367 1,689

営業外収益

受取利息 114 126

受取配当金 55 63

為替差益 － 174

その他 171 338

営業外収益合計 341 702

営業外費用

支払利息 19 20

為替差損 190 －

その他 49 54

営業外費用合計 259 74

経常利益 1,450 2,316

特別利益

投資有価証券償還益 83 －

税金等調整前四半期純利益 1,534 2,316

法人税、住民税及び事業税 502 767

法人税等調整額 99 99

法人税等合計 601 867

少数株主損益調整前四半期純利益 932 1,449

少数株主利益 1 1

四半期純利益 930 1,447
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 932 1,449

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △221 140

繰延ヘッジ損益 △0 △1

為替換算調整勘定 △276 231

持分法適用会社に対する持分相当額 △8 △0

その他の包括利益合計 △507 370

四半期包括利益 424 1,819

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 425 1,816

少数株主に係る四半期包括利益 △0 3
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【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

　これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

   　１　受取手形裏書譲渡高　

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

受取手形裏書譲渡高 15百万円 19百万円

　

   ※２　四半期連結会計期間末日（前連結会計年度末日）満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。

　　　 　なお、当第３四半期連結会計期間末日（前連結会計年度末日）が金融機関の休日であったため、次の四半期連結

会計期間末日（前連結会計年度末日）満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

受取手形 350百万円 384百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
　

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

減価償却費 367百万円 441百万円

　　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　配当金支払額　

 
（決議）

株式の種類
配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 200 8平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金　

平成23年11月９日

取締役会
普通株式 200 8平成23年９月30日平成23年12月12日利益剰余金　

 　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

　配当金支払額　

 
（決議）

株式の種類
配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 200 8平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金　

平成24年11月９日

取締役会
普通株式 200 8平成24年９月30日平成24年12月10日利益剰余金　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　

 (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
日本 北米 計

 売上高 　 　 　 　 　 　 　

   外部顧客への売上高 17,611　 2,765　 20,3771,166　 21,543 － 21,543

   セグメント間の内部
   売上高又は振替高

3,460　 4　 3,4651,891　 5,357△5,357 －

計 21,0712,77023,8423,05726,900△5,35721,543

 セグメント利益 1,369　 311　 1,681 203　 1,884△517　 1,367

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、東南アジア等の現地法

人の事業活動を含んでおります。

　　　２　セグメント利益の調整額△517百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△379百万

円、たな卸資産の調整額△141百万円及びその他４百万円が含まれております。全社費用は、主に

報告セグメントに帰属しない提出会社の総務・管理部等の管理部門に係る費用であります。

　　　３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　　

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　

 (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
日本 北米 計

 売上高 　 　 　 　 　 　 　

   外部顧客への売上高 19,045　 2,840　 21,8861,758　 23,644 － 23,644

   セグメント間の内部
   売上高又は振替高

3,667　 12　 3,6791,913　 5,592△5,592 －

計 22,7122,85325,5653,67129,237△5,59223,644

 セグメント利益 1,877　 176　 2,053 255　 2,309△620　 1,689

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、東南アジア等の現地法

人の事業活動を含んでおります。

　　　２　セグメント利益の調整額△620百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△372百万

円、たな卸資産の調整額△250百万円及びその他２百万円が含まれております。全社費用は、主に

報告セグメントに帰属しない提出会社の総務・管理部等の管理部門に係る費用であります。

　　　３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 37円15銭 57円80銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 930 1,447

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 930 1,447

普通株式の期中平均株式数（千株） 25,052 25,049

　 （注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　

　

　　

２【その他】

第62期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）中間配当については、平成24年11月９日開催の取締役会

において、平成24年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを

決議いたしました。　

①配当金の総額 200百万円

②１株当たりの金額 　８円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成24年12月10日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年２月12日

株式会社鶴見製作所

取締役会　御中

東陽監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 髙田　喜次　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 清水　和也　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社鶴見製作

所の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平

成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社鶴見製作所及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　

以　上

　

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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